
３．土地改良長期計画の変遷

○第４次計画までの「事業量」重視から前計画（計画期間：平成15年～19年）では国民の視点に立った「達成される成果」
重視へと転換。

○さらに、時代の変化に即応した計画となるよう計画期間を１０年から５年に短縮。
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